
様式第４号（第21条関係）

部　分

理　由 個人情報にかかる部分

作成日

部長 課長補佐 係 記録者所属 企画振興課　企画政策係

場　所

主催者(事務局) 司会者

議　題

・

・

・

・

・

・

決定事項

(要点を箇条書き)

次回への検討

事項

次回開催 　(日時）　　７月末 (場所) 未定

議　事　録

　令和３年　　６月　　30日

課長 係長

職・氏名    　主査　 土屋　素樹    印

令和　３年　６月　30日（水）

午前・午後　６時　30分～　　　　　　
午前・午後　８時　00分

本館２階全員協議会室

企画振興課 大塚伸夫企画政策係長

有賀剛、大谷真宙、荻原猛、小夫真、倉嶌智彦、坂口永一、篠原博文、鈴木絵美、

田中隆、中澤亥三、花岡裕子、松澤秀和、村山弘子

大塚企画政策係長、堀内、土屋　（傍聴人あり）

五十嵐豊峰、島田直政、竹内直弘、柘植香織、水間源、柳橋悠香

(会議事項) (配布資料)

市民まちづくり会議の規約（案）について 別紙会議資料のとおり

（委員発表）

 移住者が増える、特色あるまちについて（ふりかえり）

 みなが住みたいと思うまちについて

 老後も安心な都市について

（その他）

講師・アドバイザーについて

ロゴマークの活用について

公開・一部公開・非公開 非公開

保存期間 30（　　）・10・５・３・１・随

会議等の名称
令和３年度
第２回市民まちづくり会議

開催日時

出席者

欠席者

東 御 市
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様式第４号（第21条関係）

討議内容及び経過

４　閉会

(発言者名) (発言内容）

１　開会

委員

第９条に「まちづくり会議の任務を円滑に実施するため～」とある。「役
割」があれば「任務」というのがわかるが、規約の中に具体的な「役割」の
記載がない。この「任務」という言葉がひっかかかる。この件について再度
検討していただきたい

委員

私個人としてこの会議がどういう方向に進むかまだ把握できない。
個人の活動によって作り上げていくとものと考えている。「役割」「責任」
はとても重要なキーワードであるが、それがまだ形になっていない段階で文
言にできるのかと疑問に思う。スタートの時点でパーフェクトにしなくても
今後、活動を行っていく中で、規約も改定していくと思う。「役割」「責
任」を明確にできる段階で入れてもよいのではないかと思う。

大塚
一度持ち帰らせていただいて、「役割」「任務」の部分等について精査させ
ていただきたい

（２）委員発表 花岡委員 「移住者が増える、特色あるまちについて」をテーマにふりかえり発表

松澤委員 「みなが住みたいと思うまちについて」をテーマに発表

中澤委員 「老後も安心な都市について」をテーマに発表

（３）講師・アド
バイザーについて

堀内 講師・アドバイザーについて説明

３　その他 堀内 ロゴマークの活用について説明

２　会議事項
（１）事務局より

土屋
規約(案)について説明
前回のご指摘をふまえ規約（案）を修正した旨を説明

東 御 市
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